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資 料 Ｂ 

委 員 限 り

政治資金監査報告書の記載内容等に関する調査結果【総務大臣分】（詳細） 
 

Ⅰ 全体概要 

  団体数 

平成21年分の収支報告書に併せて政治資金監査報告書の提出があった政治団体数 ８５２

 

記載例(1)で政治資金監査報告書の提出があった政治団体数 ７７９

記載例(2)で政治資金監査報告書の提出があった政治団体数 １８

記載例(3)で政治資金監査報告書の提出があった政治団体数 ４６

記載例(2)及び(3)が複合した形で政治資金監査報告書の提出があった政治団体数 ９

 

Ⅱ 「１ 監査の概要」 

１ 「１ 監査の概要」(1)(3)に記載例の関係書類の一部を記載していないもの ５５件 

うち 「２ 監査の結果」(1)(3)に記載の書類と一致するもの       ３５件 
 

２ 主たる事務所で政治資金監査を実施しなかったもの 

① 記載例で示している定型的な理由が記載されているもの 

 ・ 作業スペース不足等により、円滑な監査の実施が困難なため  ５０件

・ 同一の国会議員に係る複数団体の政治資金監査の効率的な実施のため ８６件

② 定型以外の理由が記載されているもの 

 実施場所 

 

理由 

登録政治資

金監査人の

事務所 

会計責任者

の事務所 

(議員会館、

地元事務

所) 

同一の国会

議員に係る

国会議員関

係政治団体

の事務所 

その他 

(党県連事

務所、他議

員の事務

所) 

計 

効率的な実施のため ５件 １件 ７件 １３件

書類保管場所で実施又は関係書類を移

動させることによる紛失等の防止 

１１件  １１件

記録が大部、時間を要すため ５件  ５件

主たる事務所を閉鎖したため ４件  １件 ５件

会計責任者が東京又は地元在住のため ３件  ３件

主たる事務所に活動実態がなく書類も

ないため 

３件  ３件

書類が少ないため ３件  ３件

次回立候補予定地域に事務所を設置し

たため 

２件  ２件

主たる事務所の周辺環境から円滑な実

施が困難なため 

１件  １件

議員面談のため １件  １件

遠隔地のため   １件 １件

計 ２１件 １８件 ７件 ２件 ４８件
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３ 主たる事務所で政治資金監査を実施したものの、定型的な記載でなかったもの 

① 「主たる」の記載がないもの １１件

② 主たる事務所の住所が記載され、「主たる事務所」の記載がないもの  ８件

③ 主たる事務所に加え、他の場所も記載したもの  ４件

④ 事前予備監査の実施場所（監査人事務所）を記載したもの  １件

 

Ⅲ 「２ 監査の結果」 

１ 「２ 監査の結果」(1)の記載（第１号監査事項） 

① 保存された書類が列記されず保存されている書類が不明なもの ９件

 

うち「監査の概要」(1)で定義された「会計帳簿等の関係書類」として記載

しているもの 

７件

② 支出がゼロにもかかわらず、領収書等や徴難明細書等が列記されているもの 

③ 会計帳簿の記載がないものや支出があるにもかかわらず領収書等の記載がな

いもの 

１０件

④ 振込明細書が記載されながら徴難明細書等の記載がないもの ２８件

⑤ 例外的な記述があるもの 

 ・「一部を除き会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書が保存されてい

た。亡失等一覧表の作成はなかった。」 

１件

・「盗難により存在しなかった。」 １件

 

２ 「２ 監査の結果」(2)の記載（第２号監査事項） 

① 支出の状況の記載がないもの ５件

② 指摘されている記載不備事項の種類内訳 

 ア 住所 １３件

イ 支出の目的 ３件

ウ 氏名及び住所 ２件

エ 日付及び住所 １件

オ 住所及び支出目的 １件

カ 氏名、住所及び支出目的 ２件

キ 氏名、住所、支出目的、金額及び年月日 １件

ク 例外的な記述 

 ・「宛先の記載不備が一部に見られたものの」 １件

・「少額の支払いに記載不備が一部見られたものの」 １件

・「領収書の宛名、名目の記載不備が一部見られたものの」 １件

③ 会計帳簿が備えられていない旨の記載があるもの ５件

④ 例外的な記述があるもの 

 ア 支出目的書の作成不備が見られた旨の記載があるもの １件

イ 前年の支出が含まれている旨の記載があるもの １件
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３ 「２ 監査の結果」(3)の記載（第３号監査事項） 

① 確認書類として振込明細書が記載されながら徴難明細書等の記載がないもの ２７件

② 支出がありながら確認書類として領収書等の記載がないもの  ５件

③ 列挙された確認書類が(1)の保存書類の記載と異なるもの  １４件

④ 例外的な記述があるもの 

 ・通帳のコピーを確認書類に加えて記載しているもの １件

・「領収書の支出目的の記載不備が一部に見られたものの」 １件

・「会計責任者の記憶に基づいて支出の状況が表示されていた。」 １件

・「領収書等に基づいて支出の状況が表示されていた。」  １件

・「普通預金通帳，明細書、領収書等（及び振込明細書）に基づいて支出の

状況が表示されていた。」  

２件

・「盗難により、会計帳簿、明細書、徴難明細書等及び振込明細書に基づい

た支出の状況の表示は不可能であった。」  

１件

・領収書等の一部に印字が極めて薄いものが存在する旨を記載したもの １件

 

４ 「２ 監査の結果」(4)の記載（第４号監査事項） 

① (4)の記載がないもの ４１件

 ア (1)及び(3)の列挙書類から徴難明細書等は外されているもの ２１件

イ (1)及び(3)の列挙書類から徴難明細書等は外されているが、振込明細書

の記載があるもの 

１４件

ウ (1)又は(3)の列挙書類に徴難明細書等の記載があるもの ３件

エ 収支報告書の支出がゼロのもの ３件

② 徴難明細書等が会計帳簿に基づいて記載されている旨記載があるが、(1)(3)

には徴難明細書等の記載がないもの  

７件

③ 例外的な記述があるもの 

  ・「盗難により、存在しなかった。」 １件

 

５ 「２ 監査の結果」（別記）の内訳 

①  亡失等一覧表 

 ア 高額支出の明細の一部又は全部に記載不備があるもの  ４件

イ 盗難によるとの理由で金額、年月日、明細がないもの  １件

ウ 内容について確認できた旨記載があるもの  ３件

② 支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費の記載があるもの  ５件

③ 定型以外の記載があるもの 

 ア 領収書の宛先の確認状況を記載しているもの  ４件

イ 目的記載のない領収書についての指導内容(※亡失等一覧表がない。)及

び収支報告書の支出明細の金額転記誤り等の指導内容を記載しているもの

１件

ウ 警察署に押収された領収書と記載しているもの  １件
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６ 「２ 監査の結果」(5)の記載をしているもの 

① 高額領収書のヒアリングによる宛先の確認状況及び助言内容を記載  １件

② 目的記載のない領収書についての指導内容を記載(※亡失等一覧表がない。） １件

 
Ⅳ 業務制限 
 １ 国会議員関係政治団体名を記載していないもの 

① 本件団体、貴支部又は貴機構と記載しているもの ４件

② 「国会議員関係政治団体」と記載しているもの ２件

③ 「○○支部」と政治団体名を略して記載しているもの ２件

 

 ２ 国会議員関係政治団体名に加えて他の記載をしているもの 

① 政治団体名のあとに代表者名を記載しているもの ３件

② 代表者名のあとに()書きで政治団体名を記載しているもの ２件

③ (政治団体名)の主たる事務所と記載しているもの ２件

④ (政治団体名)と甲及び乙の間にはと記載しているもの（複数人で監査） １件

 


